　　　　　　　　殿

団体交渉要求書

　　年　　月　　日、貴社は　　　　　　に対して「懲戒解雇通知」を送付した。ここに
は、「　　年　　月　　日(暴行・傷害)、　　年　　月　　日(脅迫)と刑事犯罪にあたる重大な事件を犯しました」とされており、これが「就業規則第　　条　　項　　号に違反する重大な行為」として「　　年　　月　　日をもって、貴殿を懲戒解雇とする」旨述べられている。
　　　　　　　は　　年　　月に発生した労災事故によって休職中であり、病気休職中の解雇は無効なため、　　年　　月　　日付けで「懲戒解雇の取消・延期」と題した書類が
　　　　　に対して提出された。ここには「　　月　　日付け懲戒解雇を取消、休業終了後に延期することを通知します」とされている。また、「重大な規律違反に該当するので、　　賞与には該当せず、賞与の休業損害証明は発行できません」としている。
　ところが、貴社が主張する「　　年　　月　　日(暴行・傷害)、　　年　　月　　日(脅迫)」について、　　　　　　は起訴すらされておらず(　　年　　月　　日現在)、社会通念上から言っても「刑事犯罪にあたる重大な事件」とは到底言えない。
　かかる「事件」を要因とした、懲戒解雇や　　賞与の未払いは、明らかな不当処分であり当組合としては到底納得できない。
　以上の事案について、健全な労使関係の基に、安心で安全な職場環境を維持する立場から、以下申し入れる。双方の信義に基づく誠実なる対応を切に願う。


記
①　　　　　　　に対する懲戒解雇(その延期も含む)を撤回すること。
②　　　　　　　に対して　　年度　　賞与を支給すること。
③　　年　　月　　日に発生した　　　　　の労災事故について補償を行い、継続して就労できる環境を整えること。
④以上①②③について、労使で対等に話し合える団体交渉の場を設けること。日時、場所については貴社と当組合とで事前に折衝し定めること。


以上
